
 

介護職員等特定処遇改善加算の公表手順について 

 

介護職員等特定処遇改善加算情報を介護サービス情報公表システム（以下、「システム」

という。）上で公表する場合、既に公表されている情報の修正作業が必要となります。 

修正作業手順は以下の通りです（通常の修正作業とは手順が異なります）。 

【作業手順】 

①  別紙様式「特定処遇改善加算にかかわる情報修正依頼」により、介護サービス情報

公表センター（以下、「公表センター」という。）へ FAX・メール等にて修正依頼を  

行ってください。 

 

②  ①提出後、公表センターから新規調査票への入力依頼がありますので、依頼を  

受けた後に、システム上での新規調査票への入力及び提出作業（インターネット上で

の 提出及び介護サービス情報訂正依頼書（様式第１号）の郵送）をお願いします。 

※ 入力作業は、参考資料「公表中の介護サービス情報の訂正方法について」参照。 

※ 修正依頼件数によって、修正依頼を受けてからシステム上で公表するまでお時間をいただく 

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 公表センターへ特定処遇改善加算に係る公表

情報の修正を依頼する。 

（公表センター） 

公表済である調査票を特定処遇改善加算 

公表用の調査票（新規調査票）へ差替える。 

②新規調査票にシステムを通じて入力後、当該 

調査票をインターネット上で提出するととも

に、介護サービス情報訂正依頼書を公表 

センターへ郵送する。 

②を受け、入力内容を確認後、公表作業

を行う。 

（介護サービス事業所） 

介護サービス情報公表システム上で公表 

【介護職員等特定処遇改善加算情報公表の流れ】 

新規調査票への入力依頼 

修正依頼 

入力した新規調査票を提出 
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